○○機械利用組合規約

（名　称）
第一条　この組合は、○○機械利用組合（以下「組合」という。）と称する。
（構　成）
第二条　この組合は、〇を生産・販売する意欲ある地域農業者をもって構成する。
（目　的）
第三条　この組合は、地域の農地を継続的に守っていくことを理念として、栽培技術
の向上と生産の合理化追求し、農業所得の向上を図ることを目的とする。
（事　業）
第四条　この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　　１　〇の品質向上と収量の安定を期するための生産計画の樹立。
　　２　生産技術と知識の向上を図るため、検討・講習会への積極的な参加、情報の
伝達。
　　３　栽培履歴記帳の徹底。
　　４　その他必要な事項。
（役　員）
第五条　この組合に次の役員を置く。
　　１　組合長　１名
　　２　組合長は、組合を代表し組合業務を処理する。
　　３　会計は組合の会計処理にあたる。
（役員の選出）
第六条　
　　１　代表は、地域農業者より選出するものとする。
　　２　役員の任期は１年とし再任を妨げない。
（総　会）
第七条
　　１　総会は開催しない。
　　　　なお、必要と認めたときは臨時総会を開くことが出来る。
（会　計）
第九条
　　１　会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

（付　則）
　　　この規約は令和８年〇月〇日から施行する。
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